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金曜日 

目 次 

規則 
○ 職員の旅費支給規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（食品安全課） 

○ 埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の一部を埼玉県知事の補助機関である職員に委

任する規則（教委・総務課） 

告示 
○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ ふるさとの緑の景観地の指定（みどり自然課） 

○ 戸田都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 羽生都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 富士見都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 北本都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 埼玉県貸金業者登録簿閲覧規程の一部を改正する告示（金融課） 

○ さいたま中央土地改良区の役員就任届（さいたま農林振興センター） 

○ 神川町土地改良区の役員就退任届（本庄農林振興センター） 

○ 葛西・羽生領島中領土地改良区連合の役員就任届（春日部農林振興センター） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 春日部都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 春日部都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 笹目川における特定都市河川及び特定都市河川流域の指定（河川砂防課） 

○ 笹目川特定都市河川流域における基準降雨の告示（河川砂防課） 

○ 荒川左岸ブロック河川整備計画の変更（河川砂防課） 

○ 川越都市計画道路の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 和光都市計画事業和光北インター東部地区土地区画整理事業の事業計画変更（第３回）

の認可（市街地整備課） 

○ さいたま都市計画下水道事業さいたま公共下水道の変更認可（下水道事業課） 
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○ 埼玉県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（特別支援教

育課） 

○ 県道蓮田鴻巣線の供用の開始（北本県土整備事務所） 

○ 県道三芳富士見線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道富岡入間線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道白岡停車場南新宿線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定（越谷建築安全センター） 

○ 水道用ポリ塩化アルミニウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用液体塩素の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用次亜塩素酸ナトリウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用粉末活性炭（ウェット炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用粉末活性炭（ドライ炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用濃硫酸の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用高機能粉末活性炭（ウェット炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その１に関する契約の相手方等の公示

（下水道事業課） 

○ 荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その２に関する契約の相手方等の公示

（下水道事業課） 

○ 荒川右岸流域下水道ばいじん処分業務委託その２に関する契約の相手方等の公示（下水

道事業課） 

○ 利根川右岸流域下水道汚泥（脱水ケーキ・しさ）収集運搬業務委託に関する契約の相手

方等の公示（下水道事業課） 

○ 中川流域下水道ばいじん処分業務委託その１に関する契約の相手方等の公示（下水道事

業課） 

○ 中川流域下水道ばいじん処分業務委託その２に関する契約の相手方等の公示（下水道事

業課） 

○ 中川流域下水道ばいじん処分業務委託その３に関する契約の相手方等の公示（下水道事

業課） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の指定（選挙管理委員会） 

○ 住民監査請求に係る監査結果の公表（監査第一課） 

雑報 
○ 特殊肥料の検査結果の公表に関する告示（病害虫防除所） 

○ 普通肥料の検査結果の公表に関する告示（病害虫防除所） 

○ 収去した飼料等の試験結果の概要の公表に関する告示（病害虫防除所） 
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ア
フ
リ
カ 

                         

エ
チ
オ
ピ
ア 

 

エ
ジ
プ
ト 

 

ウ
ガ
ン
ダ 

 

ア
ン
ゴ
ラ 

 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

レ
バ
ノ
ン 

 

ヨ
ル
ダ
ン 

 

バ
ー
レ
ー
ン 

  

ト
ル
コ 

 

シ
リ
ア 

  

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

 

カ
タ
ー
ル 

 
オ
マ
ー
ン 

 

イ
ラ
ン 

 

イ
ラ
ク 

ア
デ
ィ
ス
ア
ベ
バ 

そ
の
他
の
地 

カ
イ
ロ 

そ
の
他
の
地 

カ
ン
パ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ル
ア
ン
ダ 

そ
の
他
の
地 

ア
ル
ジ
ェ 

 

そ
の
他
の
地 

ベ
イ
ル
ー
ト 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
マ
ン 

そ
の
他
の
地 

マ
ナ
ー
マ 

そ
の
他
の
地 

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル 

ア
ン
カ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ダ
マ
ス
カ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ッ
ダ 

リ
ヤ
ド 

そ
の
他
の
地 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

そ
の
他
の
地 

ド
ー
ハ 

そ
の
他
の
地 

マ
ス
カ
ッ
ト 

そ
の
他
の
地 

テ
ヘ
ラ
ン 

そ
の
他
の
地 

バ
グ
ダ
ッ
ド 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                                  

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

 

セ
ネ
ガ
ル 

 

セ
ー
シ
ェ
ル 

 

ス
ー
ダ
ン 

 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

 

ジ
ブ
チ 

 

ザ
ン
ビ
ア 

 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

 

ケ
ニ
ア 

 

ギ
ニ
ア 

 

カ
メ
ル
ー
ン 

 

ガ
ボ
ン 

 
ガ
ー
ナ 

 

エ
リ
ト
リ
ア 

 

ア
ブ
ジ
ャ 

そ
の
他
の
地 

チ
ュ
ニ
ス 

そ
の
他
の
地 

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ダ
カ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ビ
ク
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

ハ
ル
ツ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ハ
ラ
レ 

そ
の
他
の
地 

ジ
ブ
チ 

そ
の
他
の
地 

ル
サ
カ 

そ
の
他
の
地 

キ
ン
シ
ャ
サ 

そ
の
他
の
地 

ア
ビ
ジ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ナ
イ
ロ
ビ 

そ
の
他
の
地 

コ
ナ
ク
リ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ウ
ン
デ 

そ
の
他
の
地 

リ
ー
ブ
ル
ビ
ル 

そ
の
他
の
地 

ア
ク
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
ス
マ
ラ 

そ
の
他
の
地 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

三
三
、
〇
〇
〇
円 

三
三
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
六
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  

そ
の
他
の
地
域 

                                

そ
の
他
の
国 

 

ル
ワ
ン
ダ 

 

リ
ビ
ア 

 

モ
ロ
ッ
コ 

 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

 

南
ス
ー
ダ
ン 

 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国 

 

マ
リ 

 

マ
ラ
ウ
イ 

 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

 

ボ
ツ
ワ
ナ 

 

ベ
ナ
ン 

 
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

 

ナ
ミ
ビ
ア 

 

  

そ
の
他
の
地 

キ
ガ
リ 

そ
の
他
の
地 

ト
リ
ポ
リ 

そ
の
他
の
地 

ラ
バ
ト 

そ
の
他
の
地 

マ
プ
ト 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ア
ク
シ
ョ
ッ
ト 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ル
イ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ュ
バ 

そ
の
他
の
地 

プ
レ
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

バ
マ
コ 

そ
の
他
の
地 

リ
ロ
ン
グ
ウ
ェ 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ 

そ
の
他
の
地 

ハ
ボ
ロ
ー
ネ 

そ
の
他
の
地 

コ
ト
ヌ 

そ
の
他
の
地 

ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー 

そ
の
他
の
地 

ウ
ィ
ン
ト
フ
ッ
ク 

そ
の
他
の
地 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 



規

則 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表 

 

一 

本
邦 

                      

岐
阜
県 

長
野
県 

山
梨
県 

福
井
県 

石
川
県 

富
山
県 

新
潟
県 

神
奈
川
県 

東
京
都 

千
葉
県 

埼
玉
県 

群
馬
県 

栃
木
県 

茨
城
県 

福
島
県 

山
形
県 

秋
田
県 

宮
城
県 

岩
手
県 

青
森
県 

北
海
道 

区 
 

 

分 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

 



                            

二 

外
国 

      

沖
縄
県 

鹿
児
島
県 

宮
崎
県 

大
分
県 

熊
本
県 

長
崎
県 

佐
賀
県 

福
岡
県 

高
知
県 

愛
媛
県 

香
川
県 

徳
島
県 

山
口
県 

広
島
県 

岡
山
県 

島
根
県 

鳥
取
県 

和
歌
山
県 

奈
良
県 

兵
庫
県 

大
阪
府 

京
都
府 

滋
賀
県 

三
重
県 

愛
知
県 

静
岡
県 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

 

   

ア
ジ
ア 

地 

域 

区 
 

 
 

 
 

分 

   

イ
ン
ド 国 

 
 

名 

ベ
ン
ガ
ル
ー
ル 

チ
ェ
ン
ナ
イ 

コ
ル
カ
タ 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー 

地 
 

 

名 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額 

（
一
夜
に
つ
き
） 

 



                                  
                                  

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

  

パ
キ
ス
タ
ン 

 

ネ
パ
ー
ル 

       

中
華
人
民
共
和
国 

   

大
韓
民
国 

  

タ
イ 

 

ス
リ
ラ
ン
カ 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

    

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

  

ダ
ッ
カ 

そ
の
他
の
地 

カ
ラ
チ 

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド 

そ
の
他
の
地 

カ
ト
マ
ン
ズ 

そ
の
他
の
地 

香
港 

青
島 

瀋
陽 

重
慶 

上
海 

広
州 

北
京 

そ
の
他
の
地 

釜
山 

済
州 

ソ
ウ
ル 

そ
の
他
の
地 

チ
ェ
ン
マ
イ 

バ
ン
コ
ク 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ン
ボ 

そ
の
他
の
地 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

プ
ノ
ン
ペ
ン 

そ
の
他
の
地 

メ
ダ
ン 

デ
ン
パ
サ
ー
ル 

ス
ラ
バ
ヤ 

ジ
ャ
カ
ル
タ 

そ
の
他
の
地 

ム
ン
バ
イ 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

五
六
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

五
六
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
        

大
洋
州 

                         

サ
モ
ア 

 

キ
リ
バ
ス 

     

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

ラ
オ
ス 

 

モ
ン
ゴ
ル 

 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

  

マ
レ
ー
シ
ア 

   

ベ
ト
ナ
ム 

 

ブ
ル
ネ
イ 

   
フ
ィ
リ
ピ
ン 

 

東
テ
ィ
モ
ー
ル 

 

ア
ピ
ア 

そ
の
他
の
地 

タ
ラ
ワ 

そ
の
他
の
地 

メ
ル
ボ
ル
ン 

ブ
リ
ス
ベ
ン 

パ
ー
ス 

シ
ド
ニ
ー 

キ
ャ
ン
ベ
ラ 

 

そ
の
他
の
地 

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル 

そ
の
他
の
地 

マ
レ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ン
ゴ
ン 

そ
の
他
の
地 

ペ
ナ
ン 

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ホ
ー
チ
ミ
ン 

ダ
ナ
ン 

ハ
ノ
イ 

そ
の
他
の
地 

バ
ン
ダ
ル
ス
リ
ブ
ガ
ワ
ン 

そ
の
他
の
地 

ダ
バ
オ 

セ
ブ 

マ
ニ
ラ 

そ
の
他
の
地 

デ
ィ
リ 

そ
の
他
の
地 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
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二
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                               

中
東 

  

レ
バ
ノ
ン 

 

ヨ
ル
ダ
ン 

 

バ
ー
レ
ー
ン 

  

ト
ル
コ 

 

シ
リ
ア 

  

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

 

カ
タ
ー
ル 

 

オ
マ
ー
ン 

 

イ
ラ
ン 

 

イ
ラ
ク 

 

イ
ス
ラ
エ
ル 

 

イ
エ
メ
ン 

  
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

そ
の
他
の
国 

 

ベ
イ
ル
ー
ト 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
マ
ン 

そ
の
他
の
地 

マ
ナ
ー
マ 

そ
の
他
の
地 

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル 

ア
ン
カ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ダ
マ
ス
カ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ッ
ダ 

リ
ヤ
ド 

そ
の
他
の
地 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

そ
の
他
の
地 

ド
ー
ハ 

そ
の
他
の
地 

マ
ス
カ
ッ
ト 

そ
の
他
の
地 

テ
ヘ
ラ
ン 

そ
の
他
の
地 

バ
グ
ダ
ッ
ド 

そ
の
他
の
地 

テ
ル
ア
ビ
ブ 

そ
の
他
の
地 

サ
ヌ
ア 

そ
の
他
の
地 

ド
バ
イ 

ア
ブ
ダ
ビ 

そ
の
他
の
地 

カ
ブ
ー
ル 

 

そ
の
他
の
地 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

六
二
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

六
九
、
〇
〇
〇
円 

六
九
、
〇
〇
〇
円 

六
九
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                               

ア
フ
リ
カ 

  

 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

 

ジ
ブ
チ 

 

ザ
ン
ビ
ア 

 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

 

ケ
ニ
ア 

 

ギ
ニ
ア 

 

カ
メ
ル
ー
ン 

 

ガ
ボ
ン 

 

ガ
ー
ナ 

 

エ
リ
ト
リ
ア 

 

エ
チ
オ
ピ
ア 

 

エ
ジ
プ
ト 

 

ウ
ガ
ン
ダ 

 
ア
ン
ゴ
ラ 

 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

そ
の
他
の
地 

ハ
ラ
レ 

そ
の
他
の
地 

ジ
ブ
チ 

そ
の
他
の
地 

ル
サ
カ 

そ
の
他
の
地 

キ
ン
シ
ャ
サ 

そ
の
他
の
地 

ア
ビ
ジ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ナ
イ
ロ
ビ 

そ
の
他
の
地 

コ
ナ
ク
リ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ウ
ン
デ 

そ
の
他
の
地 

リ
ー
ブ
ル
ビ
ル 

そ
の
他
の
地 

ア
ク
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
ス
マ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
デ
ィ
ス
ア
ベ
バ 

そ
の
他
の
地 

カ
イ
ロ 

そ
の
他
の
地 

カ
ン
パ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ル
ア
ン
ダ 

そ
の
他
の
地 

ア
ル
ジ
ェ 

 

そ
の
他
の
地 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

七
二
、
〇
〇
〇
円 

六
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

五
八
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

七
二
、
〇
〇
〇
円 

七
二
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                                  

 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

 

南
ス
ー
ダ
ン 

 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国 

 

マ
リ 

 

マ
ラ
ウ
イ 

 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

 

ボ
ツ
ワ
ナ 

 

ベ
ナ
ン 

 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

 

ナ
ミ
ビ
ア 

 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

 
セ
ネ
ガ
ル 

 

セ
ー
シ
ェ
ル 

 

ス
ー
ダ
ン 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ア
ク
シ
ョ
ッ
ト 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ル
イ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ュ
バ 

そ
の
他
の
地 

プ
レ
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

バ
マ
コ 

そ
の
他
の
地 

リ
ロ
ン
グ
ウ
ェ 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ 

そ
の
他
の
地 

ハ
ボ
ロ
ー
ネ 

そ
の
他
の
地 

コ
ト
ヌ 

そ
の
他
の
地 

ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー 

そ
の
他
の
地 

ウ
ィ
ン
ト
フ
ッ
ク 

そ
の
他
の
地 

ア
ブ
ジ
ャ 

そ
の
他
の
地 

チ
ュ
ニ
ス 

そ
の
他
の
地 

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ダ
カ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ビ
ク
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

ハ
ル
ツ
ー
ム 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

六
七
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

六
六
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

六
二
、
〇
〇
〇
円 

六
二
、
〇
〇
〇
円 

五
三
、
〇
〇
〇
円 

五
三
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

 



            
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た

旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

そ
の
他
の
地
域 

         

そ
の
他
の
国 

 

ル
ワ
ン
ダ 

 
リ
ビ
ア 

 

モ
ロ
ッ
コ 

 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

 

そ
の
他
の
地 

キ
ガ
リ 

そ
の
他
の
地 

ト
リ
ポ
リ 

そ
の
他
の
地 

ラ
バ
ト 

そ
の
他
の
地 

マ
プ
ト 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

四
八
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

 



規

則 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
滋
賀
県
知
事
、
岡
山
県
知
事
、
徳
島
県
知
事
又

は
鹿
児
島
県
知
事
」
を
「
他
の
都
道
府
県
知
事
、
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）

第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他

の
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
（
神
奈
川
県
知
事
が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和

六
十
二
年
四
月
以
後
、
鹿
児
島
県
知
事
が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
八
年
四
月
以
後
に
行

わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
で
あ
っ
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
」
に
、
「
都
県
知
事
」

を
「
他
の
都
道
府
県
知
事
等
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

特
別
区
の
区
長
」

 

知
事
又
は
鹿
児
島
県
知
事
」

 
「
（
他
の
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は

 

都
 
県

 
名

 
 

「
 

」
 」

 「
（
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
滋
賀
県
知
事
、
岡
山
県
知
事
、
徳
島
県

 

「
東
京
都
知
事
、
神
奈
川
県
知
事
、
滋
賀
県
知
事
、
岡
山
県
知
事
、
徳
島
県

 

知
事
又
は
鹿
児
島
県
知
事
が
行
う
試
験
に
合
格
し
た
者
」
 

設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
行
う
試
験
に
合
格
し
、
免
許
を
受
け
て
い
る
者
」
 

に
、 

 

に
、 「

 

を 
都
道
府
県
、
市
又
は
特
別
区
の
名
称

 
 

 

 

を 「
他
の
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を

 



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と

し
、
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
五
号
中
「
公
益
信
託
」
の

下
に
「
（
旧
公
益
信
託
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
中
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
八
条
第
十
八
号
中
「
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
（
県
立
長
瀞
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
小
川
げ
ん
き

プ
ラ
ザ
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及
び
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
を
除
く
。
）
」
を
「
県
立
大

滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
中
「
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

四 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
う
事
務
（
市
町
村
立
幼

稚
園
及
び
県
立
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
を
置
く
も
の
に
限
る
。
）
の
職
員
等
に
よ
る
入
園

児
虐
待
に
係
る
通
告
等
を
受
け
た
場
合
の
所
管
行
政
庁
と
し
て
の
事
務
に
限
る
。
）
に
関
す

る
こ
と
。 

 

第
二
十
五
条
第
六
項
の
表
高
校
教
育
指
導
課
、
保
健
体
育
課
、
義
務
教
育
指
導
課
及
び
生
徒
指

導
課
の
項
中
「
高
校
教
育
指
導
課
」
の
下
に
「
、
特
別
支
援
教
育
課
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六

号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員

に
委
任
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る

職
員
に
委
任
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
七
の
規
定
に
基
づ

き
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一

部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
他
の
教
育
委
員

会
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
埼
玉
県
企

画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
長
に
委
任
す
る
。 

 

一 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た

め
の
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報

化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

二 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
方
針
を
公
表

す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報
化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼

玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第 

号
）
又
は
他
の
教
育
委
員
会
規
則
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員

に
委
任
さ
れ
た
事
務
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
一
号 

 
東
松
山
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

東

松

山

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
六
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
一
冊 

成

果

の 

名

称 

東
松
山
十
八
地
区
（
本

町
二
丁
目
、
箭
弓
町
一

丁
目
、
神
明
町
一
丁
目

の
各
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
八
年
三
月

二
十
三
日 

認

証 

年

月

日 

 



告 
 

示 
埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
二
号 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
七
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
域
を
ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
の
名
称
及
び
区
域 

 

所
沢
市
北
中
ふ
る
さ
と
の
緑

の
景
観
地 名 

 

称 

埼
玉
県
所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
五
丁
目
九
四
五
番
一 

区 
 

 
 

 

域 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
三
号 

 
戸
田
市
か
ら
戸
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
四
号 

 
羽
生
市
か
ら
羽
生
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

 
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
六
号 

 
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
七
号 

 
埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

「
金
融
課
」
を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

さ
い
た
ま
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

小 

島 

一 

夫 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
膝
子
七
百
二
十
九
番
地
一 

 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、 

神
川
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

櫻 

澤 
 

 

晃 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
植
竹
六
百
四
十
一
番
地
五 

 
 

同 
 

木 

村 

郁 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
宿
百
七
十
五
番
地 

 
 

同 
 

森 
 

 

幸 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

二
ノ
宮
三
百
六
番
地
一 

 
 

同 
 

萩 

原 

康 

広 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
千
八
百
二
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

筑 
 

 

幸 

広 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
五
百
七
十
五
番
地 

 
 

同 
 

福 

島 

則 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

千
百
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

髙 

橋 

栄 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
中
新
里
百
七
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

島 

﨑 

和 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

小
浜
五
百
八
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

中 

沢 
 

 

均 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

肥
土
二
百
四
十
番
地 

 
 

同 
 

進 

藤 

誠 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

関
口
百
九
十
六
番
地 

 
 

同 
 

坂 

本 

貴 

佳 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

四
軒
在
家
二
百
四
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

茂 

木 

修 

二 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

元
阿
保
千
二
百
五
番
地 

 
 

同 
 

五
十
嵐 

直 

昭 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

五
百
五
十
三
番
地
三 

 
 

同 
 

松 

本 

由
紀
子 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

八
日
市
二
百
八
十
五
番
地
五 

 
 

同 
 

福 

嶋 

志 

信 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

四
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

小 

林 

正 

明 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
長
浜
四
百
六
十
番
地 

 
 

同 
 

清 

水 

弘 

之 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
千
百
五
十
番
地 

 
 

同 
 

新 

井 

明 

夫 
 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
上
真
下
七
十
四
番
地 

 
 

同 
 

森 

田 

常 

重 
 

同 
 

同 
 

児
玉
町
保
木
野
四
十
番
地
二 

 
 

監
事 

大 

沢 

靖 

弘 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
八
日
市
百
三
十
番
地 

同 
 

若 

林 

一 

裕 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
千
八
百
五
十
六
番
地
三 

 

同 
 

須 

長 

正 

実 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
長
浜
三
百
五
十
番
地 

 

同 
 

毛 

呂 

康 

男 
 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
上
真
下
三
百
七
十
一
番
地 

 

同 
 

浅 

見 

雄 

一 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
上
阿
久
原
四
百
九
十
番
地
一 

 
 

二 

退
任 



 
 

職
名 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

櫻 

澤 
 

 

晃 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
植
竹
六
百
四
十
一
番
地
五 

 
 

同 
 

木 

村 

郁 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
宿
百
七
十
五
番
地 

同 
 

関 

口 

純 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

池
田
二
百
二
番
地
一 

 
 

同 
 

萩 

原 

康 

広 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
千
八
百
二
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

福 
島 

則 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
百
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

常 

木 
貞 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
六
百
二
十
七
番
地 

 
 

同 
 

柴 

﨑 

萬 
藏 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

中
新
里
百
五
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

貫 

井 

哲 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

貫
井
百
七
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

田 

村 
 

 

誠 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

植
竹
八
百
十
九
番
地 

 
 

同 
 

大 

畠 

一 

成 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

中
新
里
三
百
七
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

秋 

山 

岩 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

肥
土
四
百
六
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

落 

合 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

関
口
二
百
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

坂 

本 

貴 

佳 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

四
軒
在
家
二
百
四
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

嶋 

﨑 

健 

三 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
元
阿
保
百
六
十
九
番
地 

 
 

同 
 

関 

根 

文 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

 

五
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

由
紀
子 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

八
日
市
二
百
八
十
五
番
地
五 

 
 

同 
 

福 

嶋 

志 

信 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

四
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

赤 

見 
 

 

哲 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
長
浜
六
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

横 

山 

伸 

明 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
六
番
地
二 

 
 

同 
 

新 

井 

明 

夫 
 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
上
真
下
七
十
四
番
地 

 
 

同 
 

森 

田 

常 

重 
 

同 
 

同 
 

児
玉
町
保
木
野
四
十
番
地
二 

 
 

監
事 

大 

沢 

靖 

弘 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
八
日
市
百
三
十
番
地 

 
 

同 
 

柴 

崎 

哲 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
千
八
百
五
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

久 

保 

信 

之 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
長
浜
三
百
六
十
五
番
地 

 
 

同 
 

田 

島 

光 

昌 
 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
上
真
下
百
七
十
一
番
地 

 
 

同 
 

山 

口 

國 

春 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
渡
瀬
九
百
五
十
一
番
地
二 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

葛
西
・
羽
生
領
島
中
領
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

理
事 

遠 

藤 

雅 

彦 
 

埼
玉
県
加
須
市
阿
佐
間
千
三
十
五
番
地 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
一
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

五
年
埼
玉
県
告
示
八
百
十
四
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま
市
施
行
）

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま
市

施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号
で
告
示
し
た
春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
（
春
日
部
市
施
行
）

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
で
告
示
し
た
春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
（
春
日
部
市
施

行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号 

 
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
別
表
の
と
お
り
特
定
都
市
河
川
を
指
定
し
、
併
せ
て
次
の
と
お
り
特
定
都
市
河
川
流
域

を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
項
並
び
に
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十

六
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

笹
目
川
特
定
都
市
河
川
流
域 

二 

区
域 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
及
び
戸
田
市
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ

た
部
分
の
区
域 

（
図
面
省
略
） 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 



別
表 

笹
目
川
特
定
都
市
河
川 

         
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
係
る
特
定
都
市
河
川
流
域

に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
三

十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

笹
目
川 

名
称 

左
岸 

さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
四
丁
目
一
一
六
七
番
の

一
地
先 

右
岸 
さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
五
丁
目
一
五
〇
七
番
の

七
地
先 

上
流
端 

区
間 

荒
川
へ
の
合
流
点 

下
流
端 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
号 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号
（
特
定
都
市
河
川
及
び
特
定
都
市
河
川

流
域
を
指
定
す
る
件
）
に
お
い
て
指
定
の
告
示
の
あ
っ
た
笹
目
川
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る

基
準
降
雨
を
次
の
表
の
と
お
り
定
め
た
の
で
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

 



 

 

時 分
降雨基準値
（mm/h）

時 分
降雨基準値
（mm/h）

時 分
降雨基準値
（mm/h）

時 分
降雨基準値
（mm/h）

0－10 4.1 0－10 6.6 0－10 87.0 0－10 6.5

10－20 4.1 10－20 6.8 10－20 52.3 10－20 6.3

20－30 4.2 20－30 6.9 20－30 38.9 20－30 6.2

30－40 4.2 30－40 7.1 30－40 31.6 30－40 6.1

40－50 4.3 40－50 7.2 40－50 26.9 40－50 6.0

50－60 4.3 50－60 7.4 50－60 23.6 50－60 5.9

0－10 4.3 0－10 7.6 0－10 21.1 0－10 5.8

10－20 4.4 10－20 7.7 10－20 19.1 10－20 5.7

20－30 4.4 20－30 7.9 20－30 17.6 20－30 5.6

30－40 4.5 30－40 8.2 30－40 16.3 30－40 5.5

40－50 4.5 40－50 8.4 40－50 15.2 40－50 5.5

50－60 4.6 50－60 8.6 50－60 14.3 50－60 5.4

0－10 4.6 0－10 8.9 0－10 13.5 0－10 5.3

10－20 4.7 10－20 9.1 10－20 12.8 10－20 5.2

20－30 4.8 20－30 9.4 20－30 12.2 20－30 5.2

30－40 4.8 30－40 9.8 30－40 11.6 30－40 5.1

40－50 4.9 40－50 10.1 40－50 11.2 40－50 5.0

50－60 4.9 50－60 10.5 50－60 10.7 50－60 5.0

0－10 5.0 0－10 10.9 0－10 10.3 0－10 4.9

10－20 5.1 10－20 11.4 10－20 9.9 10－20 4.8

20－30 5.1 20－30 11.9 20－30 9.6 20－30 4.8

30－40 5.2 30－40 12.5 30－40 9.3 30－40 4.7

40－50 5.3 40－50 13.1 40－50 9.0 40－50 4.7

50－60 5.3 50－60 13.9 50－60 8.7 50－60 4.6

0－10 5.4 0－10 14.7 0－10 8.5 0－10 4.6

10－20 5.5 10－20 15.7 10－20 8.3 10－20 4.5

20－30 5.6 20－30 16.9 20－30 8.0 20－30 4.5

30－40 5.7 30－40 18.3 30－40 7.8 30－40 4.4

40－50 5.8 40－50 20.0 40－50 7.7 40－50 4.4

50－60 5.9 50－60 22.2 50－60 7.5 50－60 4.3

0－10 6.0 0－10 25.1 0－10 7.3 0－10 4.3

10－20 6.1 10－20 29.0 10－20 7.1 10－20 4.2

20－30 6.2 20－30 34.8 20－30 7.0 20－30 4.2

30－40 6.3 30－40 44.5 30－40 6.8 30－40 4.1

40－50 6.4 40－50 64.5 40－50 6.7 40－50 4.1

50－60 6.5 50－60 155.6 50－60 6.6 50－60 4.1

5 11 17 23

3 9 15 21

4 10 16 22

1 7 13 19

2 8 14 20

0 6 12 18

降雨波形：中央集中型
生起確率：10年に1度
24時間総雨量：271.7mm
最大降雨強度（1時間）：73.8mm/h
最大降雨強度（10分間）：155.6mm/h



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
号 

 
荒
川
水
系
荒
川
左
岸
ブ
ロ
ッ
ク
河
川
整
備
計
画
を
令
和
八
年
三
月
十
六
日
に
変
更
し
た
の
で
、

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
河
川
整
備
計
画
を
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土

整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
総
合
治
水
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
越
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
北
イ
ン
タ
ー
東
部
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
月
六
日
か
ら
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
二
丁
目
、
新
倉
三
丁
目
、
新
倉
四
丁
目
、
新
倉
七
丁
目
、
新
倉
八
丁 

 
 

目
、
下
新
倉
五
丁
目
及
び
下
新
倉
六
丁
目
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
三
丁
目
十
一
番
五
十
八
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
月
六
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
で
告
示
し
た
大
宮
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
下
水
道
事
業
さ
い
た
ま
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
、
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

 
 

 
 

千
五
百
四
十
六
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
二
号
、
昭
和
四
十
八 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
、 

 
 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
二
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四 

 
 

 
 

十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
九
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
二
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
三
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号
、 

 

 
 

 
 

昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四 

 
 

 
 

百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
千
七
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十 

 
 

 
 

七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、 

 

 
 

 
 

昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百 

 
 

 
 

三
十
二
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
百
六
十
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
八
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉 

 
 

 
 

県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
五
十
四
号
、
昭
和 



 
 

 
 

六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
一 

 
 

 
 

号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三 

 
 

 
 

百
四
十
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

 
 

 
 

二
十
四
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八 

 
 

 
 

百
二
十
一
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

九
百
三
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百 

 
 

 
 

九
十
五
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

七
百
六
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

六
百
八
十
五
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

七
百
八
十
四
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
四
百
十
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
四
百
四
十
九
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号
、
平
成
十
一
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
五
百
六
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号
、
平
成
十
二
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
一
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
、
平
成 

 
 

 
 

十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号
、 

 
 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十 

 
 

 
 

四
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
十
七
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

千
三
百
二
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

示
第
四
百
九
十
一
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
、
平
成
二
十
二 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号
、
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
、
平
成 

 
 

 
 

二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十 

 
 

 
 

一
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
五
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二 

 
 

 
 

百
五
十
四
号
、
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号
、
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

三
百
十
号
、
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
一
号
、
令
和
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

 
 

 
 

五
十
七
号
、
令
和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
さ
い
た
ま
市 

西
区
大
字
宮
前
町
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 
 

⑵ 

雨
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
、
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示 

第
千
五
百
四
十
六
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
二
号
、
昭
和
四 

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五 

十
八
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告 



示
第
千
六
百
九
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
、
昭
和
五 

十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十 

八
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告 

示
第
千
二
百
三
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
七
号
、
昭
和
五
十 

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、 

昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七 

百
三
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告 

示
第
四
百
九
十
四
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
昭
和
六
十 

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、 

成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
、 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九 

号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
号
、 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十 

号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
八 

十
五
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百 

八
十
四
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
百
五
十
七
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四 

百
十
五
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第 

九
百
七
十
四
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告 

示
第
九
百
四
十
四
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
、
平
成
十
三
年 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号
、
平
成 

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
十 

七
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
四
十
一
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示 

第
千
七
百
四
十
二
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
四
十
四
号
、
平
成
十
六 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
四
十
五
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
四
十
六 

号
及
び
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
号
の
事
業
地
に
、
旧
岩
槻
市
の
昭
和 

五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十 

九
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告 

示
第
七
百
九
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
八
号
、
昭
和
六
十
三 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号
、
平
成 

四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
九
十
五
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八 

号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

百
六
十
一
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県 

告
示
第
三
百
五
十
一
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
、
平
成
二
十 

二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号
、
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
四
百
二
十
七
号
、
平 



成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
四
百
二
十
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
さ
い
た
ま
市
西
区
大 

字
宮
前
町
及
び
大
字
西
遊
馬
小
字
氷
川
下
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 
ロ 

合
流
区
域 

 
 

⑴ 
収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
及
び
令
和
九
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
が
締
結
す
る
埼
玉
県
立
特
別
支
援

学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者 

 
 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資

格
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
結
果
、
資
格

を
有
す
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
」
と
い
う
。
）

と
し
、
知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
を
埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運

行
業
務
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

資
格
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
資
格
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 

ハ 

十
三
ホ
又
は
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら

三
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ニ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
知
事
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

 

ホ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

 
 

⒧ 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許
可
を
受
け
て

二
年
以
上
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許
可
を
受
け
て
五
年
以
上
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑶ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け

た
期
間
が
、
通
算
で
五
年
未
満
の
者 



 

ヘ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
者 

三 

資
格
及
び
格
付 

 
 

資
格
は
、
業
務
の
規
模
及
び
執
行
予
定
額
に
応
じ
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し

て
定
め
る
。 

四 

資
格
審
査 

 
 

資
格
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。 

 

イ 

売
上
額 

 

ロ 

経
営
規
模 

 
 

⒧ 

自
己
資
本
の
額 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
の
台
数 

 
 

⑶ 

従
業
員
の
数 

 

ハ 

経
営
状
況 

 
 

⒧ 

流
動
比
率 

 
 

⑵ 

総
資
本
経
常
利
益
率 

 
 

⑶ 

固
定
資
産
自
己
資
本
比
率 

 

ニ 

営
業
期
間 

 

ホ 

許
可
又
は
過
去
の
業
務
実
績 

 

ヘ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 

ト 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
等
の
取
組 

五 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

 
 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
の
申
請

書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
作
成

に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票 

 

ロ 

営
業
経
歴
書
（
営
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

 

ハ 

営
業
所
一
覧
表 

 

ニ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

⒧ 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

記
事
項
証
明
書
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
） 

 
 

⑵ 

決
算
報
告
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
の
決
算
に
係
る
も
の
。
た

だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能

な
決
算
に
係
る
も
の
） 

 

ホ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 



 
 

⒧ 

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の
写
し 

 
 

⑵ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書 

 
 

⑶ 

所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 

ヘ 
県
民
税
及
び
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
に
係

る
も
の
）
（
法
人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
、
個

人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
住
所
地
に
係
る
も
の
） 

 

ト 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し 

 

チ 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
事
業
者
で
、
障
害
者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

リ 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い

事
業
者
で
、
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ヌ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
又
は
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
２
１
認
証
・
登
録
証
の
写

し
（
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ル 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み
必

要
と
す
る
。
） 

 

ヲ 

在
籍
証
明
一
覧
表 

 

ワ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
に
係
る
証
明
書
等
の
写
し
（
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項

目
票
及
び
営
業
所
一
覧
表
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
） 

 

カ 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め
に

必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 

ヨ 

申
請
者
が
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
は
、
成
年
後
見
人
が
発
行
す
る
同
意
書 

六 

申
請
書
の
配
布
及
び
提
出
場
所 

 
 

〒
三
三
〇―

九
三
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県

庁
第
二
庁
舎
十
階 

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
特
別
支
援
教
育
課
総
務
・
振
興
助
成
担
当 

 

電
話
〇
四
八―

八
三
〇―

六
八
八
五 

電
子
メ
ー
ルa

6
8
8
0
@
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
 

七 

資
格
審
査
の
申
請
時
期 

 
 

申
請
者
は
、
随
時
に
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 
 

資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

十 

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文



を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ロ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
の
金
額
は
、
日
本
国
通
貨
に
よ
り
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
通
貨
に
よ
り
金
額
を
表
示
し

て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
表
示
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

十
一 

資
料
の
提
出
要
求
等 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
又
は
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

十
二 

変
更
等
の
届
出 

 
 

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し

く
は
廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

住
所
又
は
所
在
地
（
代
理
人
の
住
所
又
は
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

資
本
金
の
額 

 

ホ 

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

 

ヘ 

登
録
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

 

ト 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

チ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
等
の
取
組 

十
三 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資

格
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
、
ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
排
除
措
置

命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
又
は
告
発
を
受
け
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認

め
た
と
き
。 



 

へ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係

る
被
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

ト 
安
全
運
行
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。



別記様式                                             新規 ・ 更新 

処 
理 
欄 

受付日 
 
     年  月  日 

               
        
   市 町 村 

 
 
 

登録番号 
           
 

                             処理欄には記入しないでください。 

 
埼玉県立特別支援学校スクールバス運行業務一般競争入札参加資格審査申請書 

 

 埼玉県が行う令和８年度及び令和９年度の埼玉県立特別支援学校のスクールバス
運行業務の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて資格審査を申請いた
します。 
 また、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを宣
誓します。 

令和  年  月  日  
（宛先） 
    埼玉県知事 
         
 申 請 者  （〒   －    ） 

住所又は所在地 
（ふりがな） 
商号又は名称                      
（ふりがな） 
代表者職・氏名                               
電話番号     （     －     －    ） 

 
 ○添付書類 
 ※１ 一般競争入札参加資格審査項目票 

 ※２ 営業経歴書（営業を開始した日から現在までの営業経歴を記載したもの） 

 ※３ 営業所一覧表 

 ※４ 申請者が法人の場合：次に掲げる書類 

   ⒧ 商業登記法第１０条第１項に規定する登記事項証明書 

   ⑵ 決算報告書の写し（申請日の直前１年間の事業年度の決算に係るもの） 

  ５ 申請者が個人の場合：次に掲げる書類 

  ※⒧ 市町村長（特別区の区長を含む。）が発行する身分証明書の写し 

   ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない旨の誓約書 

  ※⑶ 所得税確定申告書等の写し（申請日の直前１年間の申告に係るもの） 

 ※６ 県民税及び事業税の納税証明書の写し

（申請日の直前１年間の事業年度に係るもの）（法人県民税及び事業税にあって

は埼玉県内の事業所に係るもの、個人県民税及び事業税にあっては埼玉県内の

住所地に係るもの） 

 ※７ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し 

  ８ 障害者雇用状況報告書の写し（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられ

ている事業者で、障害者法定雇用率を達成している場合のみ必要とする。） 

  ９ 障害者雇用の証明書（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられていない

事業者で、障害者雇用を行っている場合のみ必要とする。） 

  10 ＩＳＯ１４００１認証取得登録証又はエコアクション２１認証・登録証の写

し（認証を受けている場合のみ必要とする。） 

  11 委任状（入札、契約、代金の請求又は受領等を代理人に委任する場合のみ必

要とする。） 

 ※12 在籍証明一覧表 

 ※13 運行業務に必要な許可に係る証明書等の写し（一般競争入札参加資格審査項

目票及び営業所一覧表において指定するもの） 

  14 同意書（５⑵の誓約書を提出できない場合のみ必要とする。） 

 

 （注）番号の前に※印を付してある書類は、添付を省略することができないもので

す。 



申請日直前の事業年度２年間における契約状況  

（１）バス業務 

乗合・貸切・特定 契約者 業務の内容 契約金額 契約期間 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 

 

（２）バス業務以外 

発注者 業務の内容 契約金額 契約期間又は契約日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（注）１ ２年間における主な業務で、契約金額の高いものから記載すること。 

   ２ 契約が毎年更新されている場合も、合算せずに契約ごとに記載すること。 

 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 



 
蓮
田
鴻
巣
線 

路 
線 

名 

桶
川
市
大
字
加
納
字
笹
原
九
一
六
番
一
地
先

か
ら
同
市
大
字
加
納
字
天
神
七
七
一
番
四
地

先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部

分
に
限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
付
け
埼
玉
県
北
本
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
九
八
・
七
メ
ー
ト
ル 

備 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

暢 

宏 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

三
芳
富
士
見
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
六
六
二

番
一
五
地
先
か
ら
同
市
鶴
瀬
東
一
丁

目
二
六
六
二
番
二
五
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
〇
・
三
二
～ 

 
 

 
 

一
〇
・
六
四 

一
〇
・
三
二
～ 

 
 

 
 

 
 

一
一
・
六
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

八
・
五
七 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

富
士
見
市
道
整
備
に

伴
う
県
道
区
域
の
減

少
。 

備 

 

考 



告 
 

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

塚 

信 

孝 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
青
山
字
神
名
沢 

二
〇
八
八
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
青
山
字
味
正
作 

七
一
六
番
三
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
〇
・
四
八
～ 

一
五
・
一
一 

八
・
二
三
～ 

一
三
・
二
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
二
二
・
二
三 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

交
通
安
全
施
設
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 
 

考 



告

示 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 
 

 
 

 

宏 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

富
岡
入
間
線 

三 

道
路
の
区
域



 

 

 

   

新 旧 

旧 

新 

別 
飯
能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
二
七
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
阿
須
字
坊
ヶ
谷
戸
一
八

七
番
一
六
地
先
ま
で 

 

区 
 
 
 

間 

一
二
・
二
九
～ 

二
三
・
七
〇 

一
二
・
一
七
～ 

一
五
・
四
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
九
・
九
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

飯
能
市
の
交
差
点
改
良
事
業
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

松 

本 

和 

也 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

白
岡
停
車
場
南
新
宿
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



  

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

白
岡
市
小
久
喜
字
相
野
谷
一
一
四
○

番
一
地
先
か
ら
同
市
小
久
喜
字
相
野

谷
一
一
三
九
番
二
地
先
ま
で 

白
岡
市
小
久
喜
字
向
原
一
二
一
四
番

四
地
先
か
ら
同
市
小
久
喜
字
相
野
谷

一
一
三
九
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

七
・
○
○
～
六
・
九
○ 

七
・
○
○
～
六
・
八
○ 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

二
二
・
○
○ 

 

一
四
六
・
○
○ 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
付
け
で
新
Ａ
を

除
く
旧
Ａ
を
白
岡
市
に
引
き
継
ぐ
。 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

熊 

木 

紳
太
郎 

  



  
 

   

第
一
号 

指

定

番

号 
建
築
基
準
法 

第
四
十
二
条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
八
年 

三
月
二
十
三
日 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
砂
河
原
千
四
百
二
十
五

番
五
か
ら 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
砂
河
原
千
四
百
四
十
四

番
三
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
十
三
・
七 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇
～
十
二
・
六 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

    



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用ポリ塩化アルミニウム 6,549 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 53,900 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年12月23日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用液体塩素 426 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  フジオックス株式会社 東京都荒川区西日暮里１丁目 19 番９号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 112,200 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用次亜塩素酸ナトリウム 2,945 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 88,880 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

  埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県行田浄水場 

  埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

  江南中継ポンプ所 

  高倉中継ポンプ所 
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭（ウェット炭） 536 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   フジオックス株式会社 東京都荒川区西日暮里１丁目 19 番９号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 389,400 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県行田浄水場 
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭（ドライ炭） 895 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   株式会社ケント・コーポレーション 埼玉県さいたま市浦和区本太２丁目９

番 24 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 313,500 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

  埼玉県吉見浄水場    
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用濃硫酸 905 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 34,980 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム 1,923 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 63,800 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年12月23日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 
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１ 購入等物件及び予定数量 

水道用高機能粉末活性炭（ウェット炭） 72 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和８年２月 24 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   ケミテック株式会社 埼玉県さいたま市北区別所町 36 番地の６ 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 902,000 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年 12 月 23 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 
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１ 特定役務の名称及び数量 

荒川左岸南部流域下水道 ばいじん処分業務委託その１ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川左岸南部下水道事務所 総務・管理担当  

  埼玉県さいたま市南区辻8丁目27番20号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

太平洋セメント株式会社 

  東京都文京区小石川一丁目1番1号 

５ 落札金額 

  ４０，５６８，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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１ 特定役務の名称及び数量 

荒川左岸南部流域下水道 ばいじん処分業務委託その２ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川左岸南部下水道事務所 総務・管理担当  

  埼玉県さいたま市南区辻8丁目27番20号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本メサライト工業株式会社 

  千葉県船橋市西浦三丁目９番２号 

５ 落札金額 

  ７８，４３０，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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１ 特定役務の名称及び数量 

荒川右岸流域下水道ばいじん処分業務委託その２ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川右岸下水道事務所 総務・管理担当  

  埼玉県和光市新倉6丁目1番1号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２０日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本メサライト工業株式会社 

  千葉県船橋市西浦三丁目９番２号 

５ 落札金額 

  ４０，９８６，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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１ 特定役務の名称及び数量 

利根川右岸流域下水道汚泥（脱水ケーキ・しさ）収集運搬業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川左岸北部下水道事務所 総務・管理担当  

  埼玉県桶川市大字小針領家字堤内939 

３ 落札者を決定した日 

令和８年１月１６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社加藤商事 

  埼玉県さいたま市西区中釘2228番地5 

５ 落札金額 

  ３６，５６５，４０８円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第六条の 

 公告又は特例政令第七条第一項の規定による公示を行った日 

令和７年１２月２日 
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１ 特定役務の名称及び数量 

中川流域下水道ばいじん処分業務委託その１ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  中川下水道事務所 総務・管理担当  

  三郷市番匠免3丁目2番2号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

太平洋セメント株式会社 

  東京都文京区小石川一丁目1番1号 

５ 落札金額 

  ８２，３２４，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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１ 特定役務の名称及び数量 

中川流域下水道ばいじん処分業務委託その２ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  中川下水道事務所 総務・管理担当  

  三郷市番匠免3丁目2番2号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  住友大阪セメント株式会社 栃木工場 

  栃木県佐野市築地町715番 

５ 落札金額 

  ６１，６００，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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１ 特定役務の名称及び数量 

中川流域下水道ばいじん処分業務委託その３ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  中川下水道事務所 総務・管理担当  

  三郷市番匠免3丁目2番2号 

３ 落札者を決定した日 

令和８年２月２６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

日本メサライト工業株式会社 

  千葉県船橋市西浦三丁目９番２号 

５ 落札金額 

  ５１，４８０，０００円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約による場合にはその理由 

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 
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埼玉県職員措置請求に係る監査の結果 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人   

   川口市  草 薙 充 男 

 

 ２ 請求書の受付 

   令和８年２月 12日 

 

 ３ 請求の内容 

 （１）請求の要旨 

ア 行政財産である県立伊奈学園総合高等学校の施設内に、ＰＴＡ・後援会が購入した物

品（以下「県有外物品」という。）が設置されているにもかかわらず、行政財産使用許可

その他法令上必要な手続が確認できない状態にある。 

  イ 県有外物品については、県有外物品持込承認願、行政財産使用許可申請書、寄附採納

関係書類等の開示請求を行ったところ、いずれも「不存在」とする不開示決定がなされ

ており、必要な許可・承認手続がなされていない可能性が高い。 

  ウ 県教育委員会通知「団体会計の適正な運営について」に反し、団体物品の設置管理が

適正に行われていない。 

  エ 以上により、本件は行政財産の適正管理義務を怠る事実に該当する。 

 （２）請求人が主張する「県に発生している損害」 

  ア 無許可状態での物品設置は、事故発生時の責任関係を不明確にし、県が損害賠償責任

を負担する危険を生じさせている。 

  イ 県有財産の管理秩序を損ない、行政財産の適正な維持管理という公法上の利益を侵害

している。 

  ウ 現在も違法又は不当な管理状態が是正されていない。 

 （３）請求する措置の内容（以下「請求措置内容」という。） 

  ア ＰＴＡ・後援会物品の校内設置状況について監査を実施すること。 

  イ 行政財産使用許可等の法定上必要な手続を履行していない場合には是正措置を命ずる

こと。 

  ウ 今後、団体物品の設置に関する統一的な管理基準を策定し、再発防止措置を講ずるこ

と。 

  エ 必要に応じ、関係職員に対する責任の所在を明確化すること。 

 

第２ 請求の要件審査 

   本件請求は地方自治法（以下「法」という。）第 242 条第１項に定める要件を備えている 

ものと認めた。 

 

第３ 監査の実施     

 １ 監査対象事項    



 

 

   県立伊奈学園総合高等学校の県有外物品を当校の行政財産である校内や敷地内を使用・ 

設置することに対する行政財産使用許可等の手続が適正になされているか、違法又は不当 

な県の財務会計上の怠る事実が存在するかについて監査の対象とした。 

 

 ２ 監査対象機関 

   教育局財務課及び県立伊奈学園総合高等学校 

 

 ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、法第 242 条第７項の規定に基づき、令和８年３月５日に証拠の提出及 

び陳述の機会を設けたところ、同日、請求人から監査委員に対して、陳述書が提出された。 

   また、同日、執行機関（県立伊奈学園総合高等学校）の陳述の聴取も行った。その際、法 

第 242 条第８項の規定に基づき、請求人が立ち会った。 

請求人の陳述書、執行機関の陳述の要旨は、次のとおりであった。 

（１）請求人の陳述書の要旨  

ア 本請求の法的位置付け 

   本請求は、法第 242 条第１項にいう「財産の管理を怠る事実」に該当するか否かを問

うものである。 

   単なる手続上の疑問ではなく、行政財産管理の不備を指摘するものである。 

 イ ＰＴＡ・後援会の法的立場 

   県教育委員会通知「団体会計の適正な運営について」においても、ＰＴＡ及び後援会

は学校の内部組織ではなく、自主性を有する独立団体であることが前提とされている。 

   したがって、これら団体は行政組織とは別団体であり、その所有物は県有財産ではな

い。 

ウ 県有外物品管理指針の制度構造 

   「県有物品以外の物品の管理指針」は、ＰＴＡ等団体会計による物品を「県有外物品」

として整理し、①持込承認（学校長の確認）②管理責任者の指定③台帳整備④標示⑤寄

附採納可能物品の寄附採納⑥必要に応じた行政財産使用許可を求めている。これは行政

財産管理を適正に行うための制度である。 

 エ 本件の矛盾と管理不備 

   請求人は、持込承認願、使用許可文書、寄附採納文書について開示請求を行ったが、

いずれも不存在とされた。一方で、ＰＴＡ・後援会備品台帳は存在している。 

   本来、承認手続を経た物品が台帳に記載される構造であるはずだが、承認・許可・寄

附の痕跡が確認できないにもかかわらず、台帳のみが存在する状態は、制度どおりの管

理がなされていない可能性を示している。 

 オ 財産管理上の問題点 

   行政財産内に第三者団体物品が存在する以上、県はその設置根拠と管理責任を明確に

する義務がある。 



 

 

   承認手続が確認できないまま設置状態が継続していることは、「管理責任の所在不明確」、

「事故発生時の責任関係不明確」、「寄附採納整理の未履践」、「行政財産使用許可要否の

未整理」という財産管理上の不備を生じさせる。 

   これは行政財産の適正管理義務を尽くしていない状態である。 

 カ 将来損害発生の危険 

   現在、直ちに金銭的損害が発生しているとは限らないが、管理手続が不明確なまま第

三者物品が設置されていることは、事故・災害発生時に県が損害賠償責任を負う危険を

内包している。法第 242 条は、現在の損害のみならず、財産管理を怠る状態そのものを

監査対象としている。 

 キ 求める監査事項 

   本件について、①承認手続の履践状況、②台帳作成の根拠、③寄附採納の要否判断の

有無、④行政財産使用許可の整理状況、⑤管理責任者の指定状況 を検証し、必要な是

正措置を講ずることを求める。 

 ク 結語 

   本件は、県が自ら定めた管理制度が適正に履践されているか、行政財産管理責任が尽

くされているかを問うものである。 

財産管理の適法性の観点から、厳正な監査をお願い申し上げる。 

 

（２）執行機関（県立伊奈学園総合高等学校）の陳述の要旨 

 ア 行政財産使用許可その他法令上必要な手続が確認できない状態について 

   ＰＴＡ・後援会の支出により購入した物品の管理については、「県有物品以外の物品の

管理指針」（教育総務部長決裁・平成 24 年１月 31 日教財第 966 号）（以下、「管理指針」

という。）で定められており、本校では当該指針に基づいて管理を行っている。当該指針

「４ 施設管理者（学校長）の承認手続」では次のとおり定められている。 

 

４ 施設管理者（学校長）の承認手続 

（１）後援会等の団体、生徒、保護者、職員個人等（以下「団体等」という。）が県有

外物品を購入し、設置し、又は学校に持ち込もうとする場合においては、団体等

の代表者は県有外物品持込承認願を施設管理者である学校長に提出する。学校長

は、使用目的、所有者、設置場所、使用（管理）責任者等を確認し、学校管理上

支障がないと認める場合に限り、購入又は持ち込みを認めるものとする。 

（２）団体会計又は学校徴収金により購入する物品であって、購入時に学校長の決裁・

回議を経るものにあっては、この決裁・回議をもって学校長承認の手続がされた

とみなすことができる。 

 

本校に現有するＰＴＡ・後援会の物品については、すべて本規定の（２）に該当するも



 

 

のであり、購入時に学校長の決裁を経ているため、（１）に定める団体の代表者からの県

有外物品持込承認願の提出を要しないものである。 

また、当該指針の「７ 留意事項」では、（１）県有財産として寄附採納が可能な物品

については、正規の手続を経て寄附採納を行うこととされている。 

また、（３）団体等の運営そのものに必要な物品等、学校運営や教育活動遂行上の目的

外で設置利用される県有外物品にあっては、本指針に定めるものの他、行政財産使用許

可の手続が必要であることとされている。 

指針７（１）にある寄附採納に関しては、「県立学校物品寄附受入れ基準」（教育長決

裁・平成２年３月 28 日）により、寄附行為者について次のとおり定められている。 

 

第２ 寄附を行うものは次の各項のいずれにも該当しないものであること。 

（２）当該学校に在籍する生徒（入学予定者を含む。）若しくはその保護者、又はそれ

らの者若しくは市町村が構成員になっている法人及び団体  

 

この基準により、在校生の保護者を構成員とするＰＴＡ・後援会の物品は、県有財産

として寄附採納することができない。 

また、本校に現有するＰＴＡ・後援会の物品については、すべて学校運営や教育活動

遂行上の目的で設置、利用されているものであり、行政財産の目的外使用には当たらず、

行政財産使用許可の手続を要しないものである。 

以上のことから、本校に現有するＰＴＡ・後援会の物品については、管理指針に従っ

て必要な手続が行われており、請求人が主張している「法令上必要な手続が確認できな

い状態」には当たらない。  

イ 行政財産使用許可その他適法な手続に関する文書が不存在とされていることについて 

   本校に現有するＰＴＡ・後援会の物品は、すべて学校運営や教育活動遂行上の目的で

設置、利用されているものであるため、行政財産使用許可の手続を要しない。 

ウ 団体物品の設置管理について 

県教育委員会通知により示されている「団体会計についての指導要領」（教育長決裁・

平成 16 年３月 23 日）において、団体の物品について、次のとおり定められている。 

 

11 物品の取扱い 

   備品出納簿、図書整理簿、消耗品出納簿等は県財務規則を準用して整理する。 

 

本校では、団体物品について、本指導要領及び管理指針の「５ 台帳の記載及び標示」

の規定に基づき台帳を整備するとともに、「６ 管理」の規定に基づき、管理責任者を指

定して適正な管理を行っている。 

 



 

 

 

５ 台帳の記載及び標示 

（１）台帳の整備 

「４」により学校長が承認した物品を記録、管理するため、学校長は県有 

外物品管理台帳を作成し、県有外物品の異動の都度、記録しなければなら 

ない。 

（２）物品の標示 

承認された物品については、標示することが適当でないものを除き、所有者等が明

確になるように適宜標示を行う。 

 

６ 管理 

（１）学校長は、県有外物品の購入、設置又は持ち込みを承認する際、管理責任者を教

職員の中から指定しなければならない。 

（２）学校長及び管理責任者は、県有外物品をその承認された使用目的に従い、善良な

管理者の注意義務をもって適切に使用、管理しなければならない。 

（以下省略） 

 

４ 実地調査 

県立伊奈学園総合高等学校において、当校の県有外物品を当校の敷地内に設置すること

の学校長による許可・承認の手続などの事務執行の確認と細部に渡る疑問点などについて

の調査を行った。 

 

第４ 監査の結果 

   本件請求については、理由がないものと判断し棄却する。 

   以下、事実関係、監査対象事項に対する判断について述べる。 

 １ 事実関係 

   監査対象事項について、関係する規定、指針との照合、関係書類等の調査及び監査対象

機関からの事情聴取を実施した結果、次の事項を確認した。 

（１）県立伊奈学園総合高等学校における県有外物品の管理について 

    県教育局では、県立学校における埼玉県の管理する物品以外の物品（埼玉県の所有す

る物品並びに埼玉県が使用賃借契約又は賃貸借契約に基づき使用のために保管する物品

以外の物品）を県有外物品として、その適正な管理を目的として、平成 24年１月に管理

指針を定め、各県立学校では、この管理指針に基づき、県有外物品を管理している。 

    また、平成 16 年３月 24 日付けの教育長から各県立学校長あての通知「団体会計の適

正な運営について」の「団体会計についての指導要領」（以下「指導要領」という。）で

は、備品出納簿、図書整理簿、消耗品出納簿等は県財務規則を準用して整理するとされ

ている。当校においても、管理指針及び指導要領に基づき、県有外物品の台帳を整備す



 

 

るとともに、管理責任者を指定して管理を行っている。 

 （２）県有外物品の行政財産使用許可について 

    令和６年７月 1 日付けの総務省自治行政局行政課長及び総務省総合通信基盤局事業政

策課長から各都道府県担当部局長及び各指定都市担当部局長あての通知「地方公共団体

の庁舎等における事務事業の遂行のために整備する屋内用通信基地局の取扱いについて」

（以下「総務省通知」という。）では、「地方公共団体の庁舎等において、専ら地方公共団

体の事務、事業の遂行のために使用させる場合には、行政財産の目的外使用には当たら

ず、よって法第 238条の４第７項の許可は必要とならない」と明示されている。 

    当校に現有するＰＴＡ・後援会の物品については、全て学校運営や学校の教育活動で

使用するものであるため、総務省通知の「専ら地方公共団体の事務、事業の遂行のため

に使用させる場合」に該当する。 

 （３）県有外物品に関する学校長の承認手続について 

当校に現有するＰＴＡ・後援会が購入した物品については、管理指針の「４ 施設管

理者（学校長）の承認手続」の（２）団体会計又は学校徴収金により購入する物品に該当

するもので、購入時に学校長の決裁や回議を経ていた。 

 （４）寄附採納の手続について 

    県有外物品の台帳に記載されている「ウォータークーラー」（冷水機）４台については、

令和２年３月 12 日及び令和３年３月 12 日にそれぞれ卒業記念品として贈呈されたこと

が、第 34 回及び第 35 回の卒業生一同からの「目録」により確認された。  

これらの「ウォータークーラー」（冷水機）については、平成２年３月 28 日付け教育

長決裁の「県立学校物品寄附受入れ基準」（以下「寄附受入れ基準」という。）第３に該

当するため、寄附物品として取扱い、埼玉県財務規則（以下「財務規則」という。）第 177

条の帳簿への記載及び第 180 条の標示を行うべきであったが、これらの事務処理がなさ

れていなかった。 

 （５）行政財産使用料及び使用に伴い発生する費用について 

    県有外物品については、行政財産使用許可に当たらないことから、使用料は発生しな

い。また、使用に伴う電気料等は、県有外物品が学校運営や教育活動遂行の目的に使用

されることに鑑み、当該物品を使用・管理する学校において負担することは差し支えな

いこととしている。 

なお、当校は、県有外物品として管理しているウォータークーラーの電気料等を負担

している。 

 （６）購入先や購入日が不明の物品について 

    管理指針では、管理指針が策定された平成 24 年４月１日の時点で所有者が不明の物品

については、学校運営や教育活動遂行上の目的で使用している限り、「所有者不明の県有

外物品」として台帳整理及び標示を行い、管理を行うとされている。 

当校においては、現在、この指針に該当する物品として、軽トラックが現存している。



 

 

当該車両は部活動等のための学校施設整備に用いられており、指針に沿った管理が行わ

れている。また、点検費用及びガソリン代は団体会計から支出されている。 

 

 ２ 監査対象事項に対する判断  

 （１）県有外物品の管理について 

    当校では、県有外物品台帳を整備し管理責任者を指定するなど、管理指針及び指導要

領に基づいた適正な県有外物品の管理が行われており、軽トラックなど購入先や購入日

が不明の物品についても、同様の管理が行われている。 

（２）行政財産の使用許可及び持込承認の手続について 

    当校に現有するＰＴＡ・後援会の物品については、全て学校運営や学校の教育活動で

使用するものであるため、総務省通知に示されている「専ら地方公共団体の事務、事業

の遂行のために使用させる場合」に該当すると判断できる。 

また、当校においては、ＰＴＡ・後援会が購入した物品にあっては、購入時に学校長の

決裁・回議を経ていることから、この決裁・回議をもって学校長承認の手続がなされた

とみなされ、管理指針で定める、団体の代表者からの県有外物品持込承認願の提出を要

しない。 

 （３）寄附採納の手続について 

    卒業記念品として贈呈された「ウォータークーラー」（冷水機）については、県有物品

として帳簿への記載と標示がなされていなかったが、県有外物品としての管理は行われ

ている。 

    当該物品の使用に伴い発生する光熱水費については、当校が負担することとしており、

当該物品を寄附採納して県有物品として管理する場合と比較して、県の財政的負担に変

わりは無い。したがって、県には財政的損害は発生していない。 

 （４）所有者不明の軽トラックについて 

    当該車両は、台帳の作成など、管理指針に則った管理がなされているものと認められ

る。また、管理費用は団体会計から支出されているため、県の財政的負担はない。 

 （５）行政財産使用料及び使用に伴い発生する費用について 

    当校に設置されている県有外物品については、行政財産使用許可に当たらないことか

ら使用料は発生しない。 

    また、県有外物品の使用に伴い発生する光熱水費などの費用については、学校の教育

活動等の目的で使用・管理することから、学校で費用を負担するものがあったとしても

違法・不当とは言えない。 

 

    以上により、請求人が主張している「行政財産の適正管理義務を怠る事実」について、

公有財産の不法な占用並びに県に発生している損害又は損害発生の危険は認められない。 

    したがって、本件請求については、理由がないものと判断する。 



 

 

 

資料 

事実証明書 

１ 県立伊奈学園総合高等学校が請求人に対して通知した公文書不開示決定通知書の写し 

２ 県立伊奈学園総合高等学校のＰＴＡ・後援会が購入した物品一覧表の写し 

３ 平成 16 年３月 24 日付け各県立学校長あて教育長通知「団体会計の適正な運営について」 

の写し 

４ 平成 24 年１月 31 日付け教育総務部長決裁の「県有物品以外の物品の管理指針」の写し 

 

以上  
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令和７年１０月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣaＯ 
(％) 

  Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

堆肥 
ウィズグリーン株

式会社 

さんとみ堆肥 

 
0.9 0.3 0.2 2.4   19 52.5   

有限会社ガーデン

森 

剪定枝堆肥 

 
0.9 0.4 0.4 2.5   14 56.4   

備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣaＯ－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 
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す
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律
（
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五
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号
）
第
三
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の
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除
所
長 

原 
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 令和７年１１月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項  目 指摘事項 

米ぬか油かす及びその

粉末 
築野食品工業株式会

社 

脱脂米糠 

 

主成分－ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ  

 
    

消石灰 菱光石灰工業株式会

社 

ネオショットＲＸ  主成分－Ａｌ 

 
    

村樫石灰工業株式会

社 

７２粒状消石灰 主成分－Ａｌ     

生石灰 菱光石灰工業株式会

社 

９５菱印生石灰 主成分－Ａｌ     

 

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に

ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 

 ３ 分析項目の略号は、次のとおりである。 

 ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－カリウム全量、Ａｌ－アルカリ分 
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１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の  

名 称 及 び 所 在 地  
  収 去 場 所 

飼料又は  

飼料添加

物の区分  

飼料又は飼料添加物の名称 

製  造 

（輸入 ) 

年 月 

試 験 項 目 違反の内容  

（販売業者）  

小山商事株式会社 

埼玉県行田市  

小山商事株式会社  

埼玉県行田市  
牧草 アルファルファ  5.6 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上 同上 牧草 オーツヘイ  6.6 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上 同上 牧草 カナダチモシー  
7.6 

7.8 
重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上  

  
同上 牧草 トールフェスク  7.9 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

築野食品工業株式会社  

埼玉県本庄市  

築野食品工業株式会社  

関東工場 

埼玉県本庄市  

単体飼料  脱脂米糠  7.11 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

株式会社武蔵野フーズ  

埼玉県比企郡嵐山町  

株式会社武蔵野フーズ  

カムス第１工場  

埼玉県比企郡嵐山町  

単体飼料  パン製造残さ  7.11 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

 (注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「  ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示  

     飼料であることを示す。  

 

  



２.栄養成分に関する検査 

製造事業場等の 

名 称 及 び 所 在 地 
収 去 場 所 飼 料 の 名 称 

製  造 

(輸入) 

年 月 

試 験 結 果 の 概 要 違反の内容 

（販売業者）  

小山商事株式会社  

埼玉県行田市  

小山商事株式会社  

埼玉県行田市  
アルファルファ  5.6 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

同上 同上 オーツヘイ  6.6 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分  

同上 同上 カナダチモシー  
7.6 

7.8 
栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

同上  

  
同上 トールフェスク  7.9 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分  

築野食品工業株式会社  

埼玉県本庄市  

築野食品工業株式会社  

関東工場 

埼玉県本庄市  

脱脂米糠 7.11 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

株式会社武蔵野フーズ  

埼玉県比企郡嵐山町  

株式会社武蔵野フーズ  

カムス第１工場  

埼玉県比企郡嵐山町  

パン製造残さ  7.11 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

 (注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であるこ

とを示す。  
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